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旧
優
生
保
護
法
下
に
お
け
る
強
制
不
妊
手
術
に
関
す
る
質
問
主
意
書

旧
優
生
保
護
法
第
一
条
で
は
、
「
こ
の
法
律
は
、
優
生
上
の
見
地
か
ら
不
良
な
子
孫
の
出
生
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
母
性

の
生
命
健
康
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
こ
と
が
示
さ
れ
、
同
法
第
三
条
第
一
項
で
は
、
「
医
師
は
、
左
の
各
号
の
一

に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
、
本
人
の
同
意
並
び
に
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
な
事
情
に
あ
る
者
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
そ
の
同
意
を
得
て
、
優
生
手
術
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
未
成
年
者
、
精
神
病

者
又
は
精
神
薄
弱
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
し
、
「
本
人
若
し
く
は
配
偶
者
が
遺
伝
性
精
神
病
質
、
遺
伝
性
身

体
疾
患
若
し
く
は
遺
伝
性
奇
形
を
有
し
、
又
は
配
偶
者
が
精
神
病
若
し
く
は
精
神
薄
弱
を
有
し
て
い
る
も
の
」
な
ど
に
優
生
手

術
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

平
成
三
十
年
二
月
十
九
日
、
北
海
道
は
、
旧
優
生
保
護
法
下
で
障
害
な
ど
を
理
由
に
不
妊
手
術
を
施
さ
れ
た
と
み
ら
れ
、
個

人
名
記
載
の
資
料
が
残
る
男
女
は
計
千
百
二
十
九
人
で
、
最
年
少
は
十
一
歳
の
女
児
だ
っ
た
こ
と
を
公
表
し
た
（
「
本
事
案
」

と
い
う
。
）
。
北
海
道
は
、
手
術
の
適
否
を
審
査
す
る
北
海
道
優
生
保
護
審
査
会
の
申
請
書
な
ど
を
調
査
し
、
こ
れ
ま
で
判
明

し
た
の
は
計
八
百
四
十
一
人
分
と
し
て
い
た
が
、
新
た
に
資
料
が
見
つ
か
り
、
千
九
百
六
十
二
年
度
か
ら
千
九
百
七
十
三
年
度

に
計
千
百
二
十
九
人
分
が
確
認
さ
れ
た
と
発
表
し
た
。
男
性
二
百
三
十
三
人
、
女
性
八
百
九
十
六
人
の
氏
名
や
手
術
の
申
請
理

一



由
と
な
る
疾
病
な
ど
が
記
載
さ
れ
た
文
書
が
見
つ
か
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

二
月
二
十
日
、
公
明
党
の
山
口
代
表
は
記
者
会
見
で
、
「
本
人
の
意
に
反
し
て
、
手
術
が
行
わ
れ
た
実
態
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
人
権
上
問
題
が
あ
る
」
と
述
べ
た
。
そ
の
上
で
、
「
一
部
の
地
域
で
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
対
象
に
未
成
年

も
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
与
党
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
幅
広
い
理
解
を
得
て
、
救
済
の
在
り
方
を
見
い
だ

す
必
要
が
あ
る
」
と
し
、
超
党
派
で
の
救
済
の
た
め
の
立
法
措
置
を
検
討
す
べ
き
だ
と
の
考
え
を
示
し
た
。

こ
の
よ
う
な
事
実
を
踏
ま
え
、
政
府
の
方
針
を
確
認
し
た
い
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

本
事
案
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
人
数
を
、
男
女
別
に
、
適
切
と
さ
れ
た
理
由
の
分
類
毎
に
、
政
府
の
把
握
す
る
と
こ
ろ
を

示
さ
れ
た
い
。

二

本
事
案
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
者
の
現
時
点
で
の
生
存
に
つ
い
て
、
政
府
は
把
握
し
て
い
る
の
か
。

三

厚
生
省
公
衆
衛
生
局
精
神
衛
生
課
が
昭
和
三
十
二
年
四
月
二
十
七
日
に
作
成
し
た
、
同
課
課
長
名
で
の
各
都
道
府
県
衛
生

主
管
部
（
局
）
長
あ
て
の
文
書
（
「
厚
生
省
文
書
」
と
い
う
。
）
で
は
、
「
例
年
優
生
手
術
の
実
施
件
数
は
逐
年
増
加
の
途

を
辿
っ
て
い
る
と
は
い
え
予
算
上
の
件
数
を
下
回
っ
て
い
る
」
と
示
さ
れ
、
「
実
施
件
数
を
比
較
し
て
み
ま
す
と
別
紙
資
料

の
と
お
り
極
め
て
不
均
衡
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
、
「
手
術
対
象
者
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
関
係
者
に
対

二



す
る
啓
蒙
活
動
と
貴
殿
の
御
努
力
に
よ
り
相
当
程
度
成
績
を
向
上
せ
し
め
得
ら
れ
る
も
の
と
存
ず
る
」
、
「
本
年
度
に
お
け

る
優
生
手
術
の
実
施
に
つ
き
ま
し
て
特
段
の
御
配
意
を
賜
わ
り
そ
の
実
を
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
御
願
い
申
し
上
げ
る
」
と
記
載

さ
れ
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
内
容
は
事
実
で
あ
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

四

厚
生
省
文
書
は
、
優
生
保
護
の
予
算
消
化
の
た
め
に
、
「
関
係
者
に
対
す
る
啓
蒙
活
動
と
貴
殿
の
御
努
力
に
よ
り
相
当
程

度
成
績
を
向
上
せ
し
め
得
ら
れ
る
も
の
」
と
叱
咤
激
励
す
る
内
容
で
あ
る
と
読
み
取
れ
る
が
、
過
去
の
文
書
と
は
い
え
、
当

時
の
国
の
政
策
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
を
認
め
、
本
事
案
に
該
当
す
る
者
お
よ
び
遺
族
に
政
府
は
謝
罪
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

政
府
の
見
解
如
何
。

五

本
事
案
は
、
国
家
賠
償
法
第
一
条
で
い
う
「
国
又
は
公
共
団
体
の
公
権
力
の
行
使
に
当
る
公
務
員
が
、
そ
の
職
務
を
行
う

に
つ
い
て
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
つ
て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
と
き
は
、
国
又
は
公
共
団
体
が
、
こ
れ
を
賠
償
す
る

責
に
任
ず
る
」
に
該
当
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

六

五
に
関
連
し
て
、
本
事
案
で
は
、
最
も
古
い
も
の
は
五
十
年
以
上
前
の
事
案
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場

合
、
国
家
賠
償
法
第
四
条
で
い
う
「
国
又
は
公
共
団
体
の
損
害
賠
償
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
前
三
条
の
規
定
に
よ
る
の
外
、

民
法
の
規
定
に
よ
る
」
と
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
権
は
消
滅
時
効
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

三



七

本
事
案
に
つ
い
て
、
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
作
業
チ
ー
ム
な
ど
を
政
府
内
に
設
置
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解

如
何
。

八

本
事
案
は
、
過
去
数
十
年
前
に
遡
る
も
の
が
多
く
、
当
時
の
文
書
、
証
言
な
ど
も
十
分
保
存
さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
家
賠
償

法
に
基
づ
く
損
害
賠
償
訴
訟
に
よ
る
の
で
は
、
本
事
案
の
多
く
の
該
当
者
の
救
済
を
図
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ハ
ン
セ
ン

病
問
題
な
ど
の
前
例
が
あ
る
よ
う
に
、
特
別
立
法
に
よ
る
解
決
を
模
索
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


